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母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金

事
業
に
つ
い
て

　

本
市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
親
の
就
業
に
向
け
た
能
力
開

発
の
た
め
に
、
次
の
給
付
金
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

事
業

　

市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母

及
び
父
子
家
庭
の
父
が
、
厚
生

労
働
大
臣
指
定
教
育
訓
練
講
座

を
受
講
し
た
場
合
に
、
受
講
費

用
の
20
パ
ー
セ
ン
ト（
上
限

10
万
円
、下
限
４
千
円
）を
支
給

し
ま
す（
所
得
制
限
あ
り
。）。

【
申
請
方
法
】

　

区
支
援
保
護
課
へ
必
ず
受
講

開
始
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

【
注
意
事
項
】

　

雇
用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓

練
給
付
金
の
受
給
資
格
が
あ
る

場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事

業
　

市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母

及
び
平
成
25
年
度
以
降
入
学

者
で
あ
る
父
子
家
庭
の
父
が
、

看
護
師（
准
看
護
師
を
含
む
。）、

介
護
福
祉
士
、保
育
士
、作
業
療

法
士
、理
学
療
法
士
、歯
科
衛
生

士
、
歯
科
技
工
士
の
資
格
取
得

の
た
め
、
法
令
の
定
め
に
よ
る

養
成
機
関
で
２
年
以
上
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る
場
合

に
、
修
業
期
間
中（
上
限
２
年
。

た
だ
し
、
平
成
23
年
度
以
前
の

入
学
者
は
上
限
な
し
。
平
成
24

年
度
入
学
者
は
上
限
３
年
。）に

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
月
額

10
万
円
の
給
付
金
と
５
万
円
の

修
了
一
時
金
を
、
市
民
税
課
税

世
帯
で
月
額
７
万
500
円
の
給
付

金
と
２
万
５
千
円
の
修
了
一
時

金
を
支
給
し
ま
す（
共
に
所
得

制
限
あ
り
。）。

【
申
請
方
法
】

　

区
支
援
保
護
課
へ
受
講
開
始

後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

　

支
給
は
申
請
を
受
け
付
け
た

日
の
属
す
る
月
以
降
の
分
か
ら

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
定
期
的
に

在
籍
証
明
書
等
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

会
場　

区
支
援
保
護
課（
福
祉

事
務
所
）

問
合
せ　

区
支
援
保
護
課
支
援

第
一
係（
☎
561
・
９
３
５
０
）

区
内
の
主
な
催
し

（
３
月
15
日
〜
４
月
14
日
）

〈
３
月
〉

◆
春
彼
岸
会
＝
19
日
（
水
）（
即

成
院
）

〈
４
月
〉

◆
都
を
ど
り
＝
１
日
（
火
）〜
30

日
（
水
）（
祇
園
甲
部
歌
舞
練

場
）

◆
京
お
ど
り
＝
５
日
（
土
）〜
20

日（
日
）（
宮
川
町
歌
舞
練
場
）

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
の
軽
自
動
車
な
ど
の

所
有
者
（
所
有
権
留
保
の
場
合

は
使
用
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

譲
渡
、
廃
棄
、
盗
難
な
ど
に

よ
り
、
原
動
機
付
自
転
車
や
軽

自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て
い
な

い
場
合
は
、
４
月
１
日
（
火
）

ま
で
に
必
ず
下
記
の
申
告
先
に

廃
車
及
び
異
動
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

期
日
ま
で
に
申
告
が
な
い
場

合
は
、
平
成
26
年
度
以
降
も
軽

自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の

　

「
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
」

に
併
せ
て
、
交
通
安
全
大
会
を

開
催
し
ま
す
。
区
民
の
皆
さ
ん

が
多
数
参
加
し
、
交
通
安
全
パ

レ
ー
ド
、
街
頭
啓
発
活
動
を
通

し
て
広
く
交
通
安
全
の
重
要
性

を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
。

　

大
会
に
参
加
し
、
交
通
安
全

意
識
を
高
め
、
交
通
事
故
抑
止

を
図
り
ま
し
ょ
う
。

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
や
排
気
量

が
125
㏄
超
の
バ
イ
ク
の
場
合

で
、
転
出
や
譲
渡
に
よ
り
他
府

県
ナ
ン
バ
ー
に
変
更
す
る
時

は
、
転
出（
譲
渡
）先
の
運
輸
支

局
な
ど
で
の
手
続
き
と
な
り
ま

す
の
で
、
そ
の
際
に
は
、
本
市

へ
の
「
税
の
廃
車
申
告
」
も
忘

れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
原
動
機
付
自
転
車
（
125
㏄
以

下
の
バ
イ
ク
及
び
ミ
ニ
カ
ー
）

及
び
小
型
特
殊
自
動
車

（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
農
耕
作

業
用
の
も
の
な
ど
）

申
告
先　

市
納
税
推
進
課
（
☎

213
・
５
４
６
７
）
ま
た
は
区
課

税
課（
☎
561
・
９
３
７
５
）

・
３
輪
・
４
輪
の
軽
自
動
車

申
告
先　

軽
自
動
車
検
査
協
会

京
都
事
務
所
（
☎
671
・
０
９

２
８
）

・
125
㏄
超
250
㏄
以
下
の
バ
イ
ク

申
告
先　

①
廃
車
し
た
と
き　

京
都
府
軽

自

動

車

協

会
（

☎

691
・

６
５
１
６
）

②
廃
車
以
外
の
変
更
の
と
き　

京

都

運

輸

支

局
（

☎

050
・

５
５
４
０
・
２
０
６
１
）

　・
250
㏄
超
の
バ
イ
ク

申
告
先　

京
都
運
輸
支
局
（
☎

050
・
５
５
４
０
・
２
０
６
１
）

日
時　

４
月
12
日（
土
）
午
前
10

時
〜
正
午
（
式
典
は
午
前
11
時

ま
で
。
終
了
後
パ
レ
ー
ド
・
啓

発
） 

場
所　

円
山
公
園
音
楽
堂
〜
川

端
通
四
条

主
唱　

東
山
区
交
通
安
全
対
策

協
議
会

問
合
せ　

区
地
域
力
推
進
室

（
☎
561
・
９
１
１
４
）

税
の

お
は
な
し

税
の

お
は
な
し

税
の

お
は
な
し

原
動
機
付
自
転
車
、
軽

自
動
車
な
ど
の
廃
車
申

告
な
ど
は
お
早
め
に

「
交
通
事
故
ス
ト
ッ
プ
in
東
山
」
を

開
催
し
ま
す

　

狂
犬
病
予
防
法
の
規
定
に
よ

り
、
生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
生

涯
１
度
の
登
録
と
年
１
回
の
狂

犬
病
予
防
注
射
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
費
用
】

登
録
済
み
の
方
（
注
射
の
み
）

３
千
300
円　
　

未
登
録
の
方
（
登
録
と
注
射
）

６
千
900
円

　

４
月
に
実
施
す
る
集
合
注
射

の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
昨
年
度
は
大
谷
中
・
高
等
学

校
で
実
施
し
ま
し
た
が
、
今
年

度
は
４
月
に
開
校
の
東
山
泉
小

中
学
校
で
実
施
し
ま
す
。

※
都
合
に
よ
り
会
場
に
お
越
し

に
な
れ
な
い
方
は
、
お
近
く
の

動
物
病
院
で
必
ず
受
け
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

区
衛
生
課
生
活
衛
生

担
当
（
☎
561
・
９
１
７
６
）

東
山
青
少
年
活
動
セ
ン
タ
ー

東
山
区
総
合
庁
舎
２
階

☎
541
・0
6
1
9

開
館　

午
前
10
時
〜
午
後
9
時

（
日
曜
日
、祝
日
は
午
後
６
時
ま
で
）

休
館　

毎
週
水
曜
日

自
習
室
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

東
山
青
少
年
活
動
セ
ン
タ
ー

で
は
、
青
少
年
に
対
し
て
自
習

日時 会場

２日（水）

午後２時～３時

白河総合支援学校
東 山 分 校（ 東 門 ）
（元東山小学校）

３日（木） 元貞教小学校

４日（金） 元月輪小学校

７日（月） 元今熊野小学校

８日（火） 東山保健センター

９日（水） 元新道小学校（西門）

10 日（木） 東山泉小中学校

11 日（金）
午後２時～２時 40 分 元白川小学校

午後３時 20 分～４時 元有済小学校

13 日（日）午後２時～３時 30 分 東山保健センター

が
で
き
る
空
間
を
提
供
し
て
い

ま
す
。

　

予
約
不
要
で
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。
静
か
な
空
間
で
集
中

し
て
勉
強
し
た
い
、
学
校
帰
り

に
予
習
を
し
た
い
、
社
会
人
の

資
格
の
勉
強
な
ど
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

日
時　

平
日
午
前
10
時
〜
午
後

６
時

（
休
館
日
（
毎

週
水
曜
日
）

除
く
）

対
象　

市
内

に
在
住
ま
た

は
在
勤
、
在
学
の
中
学
生
〜
30

歳
の
方

利
用
料　

無
料

定
員　

30
名

申
込
み　

開
館
時
間
中
に
直
接

東
山
青
少
年
活
動
セ
ン
タ
ー
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
平
日
午
後
６
時
以
降
と
土
・

日
・
祝
日
は
部
屋
の
利
用
状
況

に
よ
っ
て
随
時
提
供
し
て
い
ま

す
。
利
用
さ
れ
る
場
合
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

東
山
青
少
年
活
動
セ

ン
タ
ー　

☎
541
・
０
６
１
９

東
山
瓢
箪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
普
及
へ

「
東
山
で
ひ
ょ
う
た
ん
を

育
て
ま
せ
ん
か
」

　

ひ
ょ
う
た
ん
は
、
日
本
で
古

く
か
ら
育
て
ら
れ
、
豊
臣
秀
吉

ゆ
か
り
の
植
物
で
す
。
春
に
種

を
ま
き
、
夏
に
ツ
ル
状
に
育
ち

実
が
な
り
ま
す
。 

　

東
山
瓢
箪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、
自
宅
や
職
場
の
前
で
ひ
ょ

う
た
ん
を
育
て
、
風
情
あ
る
東

山
に
し
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い

ま
す
。

　

軒
先
で
、
ひ
ょ
う
た
ん
を
鉢

植
え
や
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
な

ど
と
し
て
育
て
ま
せ
ん
か
。

○
苗
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

日
時　

３
月
22
日
（
土
）午
後
１

時
〜
３
時

場
所　

区
総
合
庁
舎
１
階
交
流

ロ
ビ
ー

参
加
費　

無
料

○
種
を
無
料
配
布
し
ま
す

種
の
配
布
場
所
・
栽
培
方
法
は

左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

h
t
t
p
:
/
/
h
i
g
a
s
h
i
y
a
m
a
-

h
y
o
u
t
a
n
.
c
o
m

区
総
合
庁
舎
２
階　

地
域
力
推

進
室
で
も
配
布
し
ま
す
。

問
合
せ　

東
山
瓢
箪
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト　

代
表
・
坂
田

（
☎
080
・
８
５
３
３
・
３
２
５
５
）

東
山
区
ま
ち
づ
く
り

支
援
事
業
　
　
　
　

第
16
回

日
吉
窯
元
ま
つ
り
開
催

　

京
都
日
吉
製
陶
協
同
組
合

で
は
、
日
吉
地
域
で
焼
き
物
が

焼
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
よ
り

多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
平
成
11
年
か
ら

「
日
吉
窯
元
ま
つ
り
」
を
毎
年

開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
も
、
今
熊
野
自
治
連
合

会
の
後
援
と
協
力
の
下
で
の

開
催
と
な
り
、
京
焼
・
清
水
焼

の
製
造
業
者
が
伝
統
技
法
で

製
造
し
た
焼
き
物
の
展
示
販

売
や
、
窯
元
を
め
ぐ
る
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
の
ご
来
場
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
程　

３
月
29
日
（
土
）
〜
30

日（
日
）

場
所　

今
熊
野
小
学
校
を
主

た
る
会
場
と
し
て
、
今
熊
野
日

吉
町
・
南
日
吉
町
一
帯

参
加
費　

無
料

主
催　

京
都
日
吉
製
陶
協
同

組
合

内
容　

日
吉
地
区
開
窯
100
年

記
念
コ
ン
ペ
の
展
示
会
・
日
吉

地
区
の
窯
元
を
探
訪
す
る
ク

イ
ズ
な
ど

問
合
せ　

京
都
日
吉
製
陶
協

同
組
合（
☎
533
・
１
４
４
０
）

場所　区総合庁舎１階　市民窓口課
※その他の窓口業務は行っていませんのでご注意ください。

※一部取り扱えない業務（税関係証明書の発行など）もあります。

※ 上記取扱業務でも、他機関が閉庁しているなどの理由で、その場

で対応できないこともありますのでご了承ください。

問合せ　区地域力推進室（☎561-9104）、区市民窓口課（☎561-9143）
◆ターミナル証明書発行コーナーもご利用いただけます
　住民票の写しや印鑑登録証明書などは、市内主要５駅（地下鉄四

条・竹田・山科・北大路各駅、阪急桂駅）にあるターミナル証明書

発行コーナーでも発行しています。ぜひ、ご利用ください。

取扱時間
平日：午前８時 30 分～午後７時

土・日曜日：午前８時 30 分～午後５時

（祝日、振替休日、国民の休日及び年末年始を除く）

取扱証明書
①住民票の写し、②住民票記載事項証明書、③印鑑登録証明書、

④税関係証明書

※④は平日午後５時以降及び土・日曜日には発行しておりません。

受付のみを行い、発行は翌開所日以降（翌開所日が土・日曜日にあ

たるときは、次の月曜日以降）になります。

※なお、３月 17 日以降は、右京区に本籍がある方の戸籍関係証明

書についても、ターミナル証明書発行コーナーで発行できます。

証明書を請求される際には、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類（※）をお持

ちください。※印鑑登録証明書の請求の場合は、印鑑登録証（カード）が必要です。

問合せ　市地域自治推進室市民窓口企画担当（☎ 222-3085）

取扱業務

の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射

の
お
知
ら
せ

住民登録の異動 転入・転出・転居届など
戸籍届出 出生・死亡・婚姻届など
印鑑登録 印鑑登録・抹消など
証明書発行 住民票の写し、戸籍謄・抄本、印鑑登録証明書など

昨春の交通安全パレードの様子

区役所では次のような
各種届出・証明請求が行えます。３月～４月は引っ越しや就職などが多くなるシーズンです。～各種届出をお忘れなく～

引っ越し・就職などで現況が変わったとき
届出の種類 届出の期間 必要なもの 窓　口

住民登録

市内での変更
住所を定めた日から 14 日以
内に

印鑑、来庁者の本人確認書類（代理人は委
任状が必要）

新住所地の区役所・支所の市民窓口課、出張所
市外からの転入 印鑑、転出証明書・来庁者の本人確認書類（代

理人は委任状が必要）

市外への転出 転出の日までに 印鑑、来庁者の本人確認書類（代理人は委
任状が必要） 旧住所地の区役所・支所の市民窓口課、出張所

国民健康保険
転出・転入・就職・退職など該当した日から 14日以内に 健康保険証、本人確認書類ほか 住所地の区役所・支所の保険年金課（届出に必要なものは、

それぞれ異なります。事前にお問い合わせください。）後期高齢者医療
国民年金 第 1号被保険者は、転入時に 年金手帳、本人確認書類ほか

原動機付自転車
（125cc 以下のバ
イクや小型特殊
自動車など）

新規
販売店から購入したとき 本人確認書類、販売確認書及び印鑑

届出窓口については、お住まいの区役所・支所の市民税
課（課税課）、市納税推進課にお問合せください。

人から譲り受けたとき
市外から転入したとき

本人確認書類、廃車証明書（または譲渡証
明書とナンバープレート）及び印鑑

廃車
使用不能になったとき
市外に転出したとき
人に譲るとき

本人確認書類、ナンバープレート及び印鑑

各種証明書の発行
証明書の種類 必要なもの 窓　口

戸籍など 戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明、除籍謄本・抄本、戸
籍附票の写し

来庁者の本人確認書類（直系親族以外の代
理人は委任状が必要） 本籍地の区役所・支所の市民窓口課、出張所

住民票など
住民票の写し・住民票記載事項証明書 来庁者の本人確認書類（同一世帯員以外の

代理人は委任状が必要）
市内すべての区役所・支所の市民窓口課、出張所､ 証明
書発行コーナー

 税務関係証明で機械端末から発行できないものについては、市民税課（課税課）などで取り扱う場合があります。

印鑑登録証明書 印鑑登録証（カード）

税務関係

所得証明、課税証明、評価証明、公課証明、納税証明（市・
府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税）など

来庁者の本人確認書類（同一世帯員以外の
代理人は委任状が必要、住宅用家屋証明は
印鑑が必要）
法人の場合は代表者印
車検証の写し（車検用納税証明の場合）
領収書（納付確認が必要な場合）

納税証明（軽自動車税） 市内すべての区役所・支所の市民税課（課税課）、市納税
推進課

住宅用家屋証明 資産所在地の区役所・支所の市民税課（課税課）

※お引っ越しなどで水道の使用を開始または中止される時は、あらかじめ（およそ１週間前までに）ご連絡をお願いします。
問合せ　上下水道局東山営業所（☎ 561-7117、FAX551-1754）

＊平日の昼間、区役所へお越しになりにくい方はこちらをご利用ください＊

開所時間＝午前９時～正午（出張所は開所しません）

◆区役所を日曜日に臨時開所します
３月 23日、30 日、４月６日

春
の
交
通
安
全
運
動

４
月
６
日（
日
）〜
15
日（
火
）


